
 

 

 
 
 

令 和 ８ 年 ５ 月 2 5 日 

総合政策局社会資本整備政策課 

 

「スモールコンセッションのすすめ （遊休公的施設の利活用のための手引き）」を公表！ 

～地方公共団体等による官民連携事業への挑戦を後押しします～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主なポイント】 

〇「３つの壁」を乗り越える実践的なノウハウ・工夫 

① イメージの壁： 事業の進め方や施設の活用イメージが湧きにくい 

→ 先進事例における取組のプロセスや効果について解説 等 

② パートナーの壁： 官民連携のメリットが分からない、民間事業者が見つからない 

→ 民間事業者との意見交換のコツの紹介 等 

③ 事業化の壁： 煩雑な手続き等により実施までたどり着かない 

→ 手続きの簡素化や契約作成のポイントの解説（下記参照） 等 

〇手続きの簡素化 

・管理運営に公的な支出が予定されない事業については、VFM※の算定が不要 
※ Value For Money： 従来方式と PFI 方式でそれぞれ事業を実施した際の公共の支払見込額の差を計算したもの 

・要求水準書や事業者選定基準は、募集要項に一括して作成が可能 

・基本構想・基本計画等の詳細計画は、事業構想としてまとめて作成が可能 

〇契約作成のポイントの解説 

・公共と民間のリスク分担事例の紹介 

・特に留意が必要なリスクの解説 

〇スモールコンセッションに関する支援制度の紹介 

・他省庁事業を含めた活用可能な支援制度を一覧化 

 

【公表 URL】 

   以下の国土交通省ＨＰにて公開しています。 

   https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/1-5-1.html 

 

  

地方公共団体が所有する廃校や古民家等の遊休公的施設の増加が見込まれる中、国土

交通省では、官民が連携してその利活用を行い、地域課題の解決を図る「スモールコンセッ
ション」の取組を推進しています。 

今般、知見や経験がないために遊休公的施設の利活用を躊躇する地方公共団体職員等 
による挑戦を後押しするため、事業構想段階から公募・選定段階までのノウハウ等を盛
り込んだ手引きを策定しましたので公表します。 

【問い合わせ先】 

総合政策局 社会資本整備政策課 大川、髙橋、中村 

TEL：03-5253-8111（内線26522、26523、26532）03-5253-8981（直通） 

E-mail：hqt-smcn_pfΣgxb.mlit.go.jp（※メール送付の際は「Σ」を「@」に変えてください。） 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/1-5-1.html

